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経済産業省技術評価指針の位置付け 

 

経済産業省技術評価指針（以下、「本指針」という。）は、経済産業省が、経済産業省における研

究開発プログラム及び研究開発課題（以下、「研究開発プログラム・課題」という。）の評価を行う

に当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたものである。 

 

本指針は、「産業技術力強化法」（平成１２年法律第４４号）第１０条の規定、「科学技術基本計画」

（平成２３年８月閣議決定）、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）第３４条の規定及び「国の研究

開発評価に関する大綱的指針」（平成２４年１２月内閣総理大臣決定）（以下、「大綱的指針」という。）

に沿った適切な評価を遂行するための方針を示す。 

 

同時に、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）（以下、「政策評

価法」という。）に基づく「経済産業省政策評価基本計画」（以下、「政策評価基本計画」という。）

に沿った、経済産業省政策評価のうち研究開発に関する部分の実施要領としての性格を持つ。した

がって、研究開発プログラム・課題についての評価の結果は、政策評価基本計画に基づき実施され

る事前評価及び事後評価に適切に反映・活用を図る。 

 

技術評価は、政策評価法上要請される評価を含め政策評価の一環としての位置付けを有すること

から、本指針は、研究開発プログラム・課題の成果や実績等を厳正に評価し、それを後の研究開発

プログラム・課題の企画立案等に反映させる政策サイクルの一環としての評価の在り方について定

めるものである。 

 

ただし、研究開発プログラム・課題に係る評価は、研究開発の内容や性格、実施体制等の態様に

応じた評価方法に拠るべきであるとともに、評価の厳正さと効率性を両立するためには、評価をと

りまく様々な状況に応じた臨機応変な評価手順を設定する必要がある。さらに、評価手法は日進月

歩であり、今後よりよい評価手法が提案されることも十分考えられる。したがって、本指針では共

通的なルール及び配慮事項を取り上げることとし、より詳細な実施のプロトコルは評価マニュアル

の作成等により記述することで、機動的な実施を図ることとする。 

 

当省研究開発機関が自ら実施する評価をその機関の自己改革の契機とするような自律的なシステ

ムの構築に努め、研究開発を実施する当省研究開発機関が、大綱的指針及び本指針に沿って、研究

開発評価の実施に関する事項について、明確なルールを定め、研究開発評価の実施及び評価結果の

活用が適切かつ責任を持って行うよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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◎本指針における用語については、次に定めるところによる。 

 

・研究開発プログラム： 「上位施策の目標達成に向けて複数の研究開発課題を含む各手段を組み 
立てた計画や手順に基づく取組」及び「上位施策目標との関連性を明確にし、検証可能な目標を 
設定した研究資金制度」をいう。 

 

（注１）「政策評価の実施に関するガイドライン」（平成１７年１２月１６日政策評価各府省連絡会 

議了承。以下「政評ガイドライン」という。）においては、各行政機関が所掌する政策を、「政 

策（狭義）」、「施策」及び「事務事業」の三階層に区分整理するところであり、その定義は次 

のとおり。 

・政策（狭義）： 特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政 

活動の大きなまとまり。 

・施策： 上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動の 

まとまりであり、「政策（狭義）」を実現するための具体的な方策や対策ととらえ 

られるもの。 

      ・事務事業： 上記の「具体的な方策や対策」を具現化するための個々の行政手段として 

の事務及び事業であり、行政活動の基礎的な単位となるもの。 

 
  （注２）第４期科学技術基本計画においては、研究開発の政策体系は、「政策」、「施策」、「プログラ 

ム・制度」及び「研究開発課題」の四階層に区分整理するところである。政評ガイドライン 

との関係では、当該「プログラム・制度」及び「研究開発課題」は、ともに政評ガイドライ 

ンにおける「事務事業」に該当するものと整理されているところである。 

 
・研究開発課題（プロジェクト）： 具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、当省が定めた

明確な目的や目標に沿って実施されるものをいう。 

なお、大綱的指針においては、競争的資金制度等の「研究資金制度」における個々の採択課題

も「研究開発課題」と称呼されているところであるが、本指針においては、混同を避けるため、

当該各採択課題は「研究課題」と称呼するものとする。 

 

・研究資金制度： 資金を配分する主体が研究課題を募り、提案された中から採択した研究課題に

研究開発資金を配分する制度をいう。競争的資金制度は、これに含まれる。 

なお、「上位施策目標との関連性を明確にし、検証可能な目標を設定した研究資金制度（以下、

「研究資金制度プログラム」という）」については、大綱的指針における整理に従い、本指針にお

いても「研究開発プログラム」の一つとして取り扱うものとする。 

 

・競争的資金制度： 資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又は

それらの者から構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定

の研究開発領域を定め、又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等か
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ら提案された研究課題の中から、当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事

した経験を有する者をいう。）を含む複数の者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の

先導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技術評価又は経済的・社会的評価に基づき研究

課題を採択し、当該研究課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者等が属する組織若しくは

企業等に研究開発資金を配分する制度をいう。 

 

・当省研究開発機関： 国からの出資、補助等の交付を受けて研究開発を実施し、又は研究開発の

運営管理を行う機関のうち、当省所管の独立行政法人をいう。 

 

・政策評価書： 本指針において用いる「政策評価書」とは経済産業省政策評価実施要領を踏まえ

た評価書をいう。 

 

・政策サイクル： 政策の企画立案・実施・評価・改善（plan-do-check-action）の循環過程をい

う。 

 

・評価システム： 評価目的、評価時期、評価対象、評価方法等、評価に係るあらゆる概念、要素

を包含した制度、体制の全体をいう。 

 

・推進課： 研究開発プログラム・課題を推進する課室（研究開発担当課室）をいう。 

 

・主管課： 研究開発プログラム・課題の企画立案を主管する課室及び予算等の要求事項を主管す

る課室をいう。 

 

・査定課： 予算等の査定を行う課室（大臣官房会計課、資源エネルギー庁総合政策課等）をいう。 

 

・有識者： 評価対象となる研究開発プログラム・課題について知見を有する者及び研究開発成果

の経済的・社会的意義につき評価できる者（マスコミ、ユーザ、人文・社会科学者、投資家等）

をいう。 

 

・外部評価者： 経済産業省に属さない外部の有識者であって、評価対象となる研究開発プログラ

ム・課題の推進に携わっていない者をいう。 

 

・外部評価： 外部評価者による評価をいい、評価コメントのとりまとめ方法としてパネルレビュ

ー（評価者からなる委員会を設置（インターネット等を利用した電子会議を含む。）して評価を行

う形態）による場合とメールレビュー（評価者に対して郵便・ＦＡＸ・電子メール等の手段を利

用して情報を提供し、評価を行う形態）による場合とがある。 

 

・評価事務局： 研究開発プログラム・課題の評価の事務局となる部署をいい、評価者の行う評価
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の取りまとめ責任を負う。 

 

・評価者： 評価の責任主体をいい、パネルレビューによる場合には外部評価者からなる委員会が

責任主体となり、メールレビューによる場合には、各外部評価者がそれぞれ責任主体となる。ま

た、評価の結果を踏まえて、資源配分の停止や変更、研究開発プログラム・課題の内容の変更に

責任を有するのは研究開発プログラム・課題の推進課及び主管課である。 

 

・終了時評価： 事業終了時に行う評価であり、事業が終了する前の適切な時期に行う終了前評価

と事業の終了直後に行う事後評価がある。 

 

・アウトプット指標： 成果の現象的又は形式的側面であり、主として定量的に評価できる、活動 

した結果の水準を測る指標をいう。 

 

・アウトカム指標： 成果の本質的又は内容的側面であり、活動の意図した結果として、定量的又

は定性的に評価できる、目標の達成度を測る指標をいう。 
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Ｉ．評価の基本的考え方 

 

１．評価目的 

 

(1) より良い政策・施策への反映 

   評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟か

つ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等につなげること。 

 

(2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開

発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上を促すことにより、研究開発を効果的・効率的に推進

すること。 

 

(3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

高度かつ専門的な内容を含む研究開発プログラム・課題の意義や内容について、一般国民に

わかりやすく開示すること。 

 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を研究開発プログラム・課題の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映さ

せることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。 

また、評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて、研究開発を次の段階に連続してつな

げることなどにより、その成果の利用、活用に至るまでの一体的、総合的な取組を推進し、研

究開発成果の国民・社会への還元の効率化・迅速化に資すること。 

 

２．評価の基本理念 

 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

 

(1) 透明性の確保 

推進課、主管課及び当省研究開発機関は、積極的に研究開発成果を公開し、その内容につい

て広く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明で公正な評価システムの形成、

定着を図るため、評価手続、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般についてあらかじ

め明確に定め、これを公開することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするとと

もに、評価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

 

(2) 中立性の確保 

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者による外部評価の導入等に

より、中立性の確保に努めること。 
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(3) 継続性の確保 

研究開発プログラム・課題においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評

価とそれを反映した研究開発プログラム・課題の推進というプロセスを繰り返していく時系列

のつながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課にとって評価結果を後の研究開発

プログラム・課題の企画立案等に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法

で評価を行うこと。 

 

(4) 実効性の確保 

政策目的に照らし、効果的な研究開発プログラム・課題が行われているか判断するための効

率的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、研究

開発プログラム・課題の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけ

ることのない費用対効果の高い評価を行うこと。 

 

３．指針の適用範囲 

 

(1) 本指針においては、多面的・階層的な評価を行う観点から、経済産業省における研究開発プ

ログラム・課題を基本的な評価対象とする。 

 

(2) 国費（当省予算）の支出を受けて研究開発プログラム・課題を実施する当省研究開発機関、

民間企業、大学・公設試験研究機関等について、当該研究開発プログラム・課題の評価の際に、

これら機関における当該研究開発プログラム・課題に係る研究開発実施体制・運営面等に関し、

国費の効果的・効率的執行を確保する観点から、必要な範囲で評価を行う。 

 

(3) 上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、当省研究開発機関が運営費交付金により自ら実施し、

又は運営管理する研究開発プログラム・課題については、独立行政法人通則法（平成１１年法

律第１０３号）及び大綱的指針に基づいて実施されるものであることから、原則として本指針

による評価の対象としない。その他、公的第三者機関において技術的事項も含めて事業内容の

評価検討等がなされることとなった研究開発プログラム・課題についても、原則として本指針

による評価の対象としない。 

 

(4) 評価の種類としては、この他に当省研究開発機関における研究者等の業績の評価が存在する

が、これは当該機関の長が評価のためのルールを整備した上で、責任を持って実施することが

基本であり、本指針による評価の対象としない。 

 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ 

 

(1) 実施時期による類型 

評価はその実施時期により、事前評価、中間評価、終了時評価及び追跡評価に類型化される。 
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(2) 評価の階層構造及び施策階層における評価 

経済産業省における技術評価は、「研究開発プログラム」階層又は「研究開発課題」階層にお

ける評価を基本とするが、政策効果をあげるために特に必要があると認められるときには、「施

策」階層において、関連する複数の研究開発プログラム・課題が有機的に連携をとって体系的

に政策効果をあげているかを評価することとする。当該「施策（階層における）評価」は、そ

れを構成する研究開発プログラム又は研究開発課題における評価結果を活用し、研究開発プロ

グラムの評価に準じて実施するものとする。 

 

(3) 実施時期による評価のリンケージ 

中間評価、終了時評価は、研究開発プログラム・課題の達成状況や社会経済情勢の変化を判

断し、計画の見直しや後継事業への展開等の是非を判断するものである。また、事前評価での

予想が実際にどのような結果となったか、予算措置は妥当であったか等を確認することにより、

事前評価の方法を検証し得るものである。したがって、中間評価、終了時評価の結果をその後

の産業技術政策・戦略の企画立案や、より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させるよ

う努めるものとする。 

 

５．評価方法等 

厳正な評価を行うためには、評価方法、評価項目等に客観性を持たせることが必要であること

から、本指針をはじめ評価実施に係る諸規程等を整備の上、公開するものとする。 

技術評価室は本指針を踏まえ、評価マニュアル等を策定するとともに、円滑な評価の実施のた

めの指導及び評価システムの維持管理を行う。 

 

(1) 事業原簿 

研究開発プログラム・課題の基本実施計画書、政策評価書等をもって事業原簿とする。推 

進課又は主管課は、事業原簿を作成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提 

出する。 

(2) 評価項目・評価基準 

評価の類型及び研究開発プログラム・課題の態様に応じて標準的な評価項目・評価基準を 

技術評価室が別に定めることとする。 

(3) 評価手法 

評価の類型に応じて適切な評価手法を用いるものとする。 

(4) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価コストや被評価者側の過重な負担を回避するため、研究開 

発プログラムの評価においては、合理的と考えられる場合には、研究開発課題の評価を省略

又は簡略化することができるものとする。また、評価対象となる事業に係る予算額が比較的

少額である場合には、評価項目を限定する等の簡略化を行うことができるものとする。 

なお、省略及び簡略化の標準的な方法については技術評価室が別に定める。 
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６．評価結果の取扱い等 

 

(1) 評価結果の取扱い 

評価事務局は、評価終了後速やかに評価書の写しを技術評価室に提出する。技術評価室は 

全ての評価結果について、これまでに実施された関連調査及び評価の結果、評価の実施状況

等を踏まえつつ意見をまとめ、査定課及び政策評価広報課に報告する。 

主管課、推進課は、評価結果を踏まえ、必要に応じ、研究開発プログラム・課題の運営見 

直し・改善等を図るものとする。 

 

(2) 予算査定との関係 

査定課は、技術評価室から事前評価、中間評価及び終了前評価の評価書の提出を受けた場

合は、技術評価室の意見を踏まえつつ研究開発プログラム・課題の査定等を行う。 

 

(3) 評価結果等の公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密の保持が必要な場合 

を除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開するこ

ととする。 

なお、事前評価については、政策立案過程の透明化を図る観点から、評価事務局は予算が

経済産業省の案として確定した後に、公開するものとする。 

 

７．評価システムの不断の見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるものであり、

その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがって、評価作業

が終了するごとにその評価方法を点検し、より精度の高いものとしていく努力が必要である。ま

た、本指針については、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度見直しの要否を検討す

る。 

 

８．評価体制の充実 

評価体制の充実を図るため、研究者を評価者として活用するなどにより、評価業務に携わる人

材を育成・確保するとともに、評価の実施やそれに必要な調査・分析、評価体制の整備等に要す

る予算を確保する。 

 

９．評価者（外部有識者）データベースの整備 

技術評価室は、国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の評価において

普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、研究開発プログラム・課題に係る外部有識者（評価

者）データベースを整備する。 
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１０．評価における留意事項 

 

(1) 評価者と被評価者との対等性 

① 評価者と被評価者との関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と 

情報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味で、

評価者と被評価者とが相互に相手を評価するという緊張関係とを構築し、この中で、討論を

行い、評価を確定していく必要がある。この際、評価者は、不十分な成果等を被評価者が自

ら進んで提示しない事実があるかどうかを見極める能力が要求される。一方、被評価者は、

評価対象の研究開発プログラム・課題の位置付けを明確に認識するとともに、評価結果を正

確に理解し、確実にその後の研究開発プログラム・課題の創設、運営等に反映させていくも

のとする。 

② 評価者に係る留意事項 

研究開発成果を、イノベーションを通じて国民・社会に迅速に還元していく観点から、産 

業界の専門家等を積極的に評価者に選任する。 

③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を事業の質をより高めるものとして積極的に捉え、評価は評価者と被評 

価者の双方の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必要である。 

 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術、社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で評 

価作業は常に不確実性を伴うものである。したがって、評価者は評価の精度の向上には、必

然的に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努

めることが必要である。かかる観点からは、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを

過度に減点法で評価を行うこととなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害するおそれ

がある点にも留意する必要がある。また、成果に係る評価において、目標の達成度合いを評

価の判定基準にすることが原則であるが、併せて、副次的成果等、次につながる成果を幅広

い視野からとらえる。 

 

(3) その他の留意事項 

① 評価人材としての研究者の活用 

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすもの 

であることから、評価者としての評価への積極的参加が求められる。一方、特定の研究者に

評価実施の依頼が集中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者とな

る幅広い人材の養成確保にもつながらないことから、海外の研究者や若手研究者も評価者と

して積極的に参加させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう

努める。 
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② 所期の成果を上げられなかった研究開発 

研究開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることもあ

る。したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の研究開発にこれを活か

すことが重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、

機関を否定的に評価すべきものではない。また、評価が野心的な研究開発の実施の阻害要因

とならないよう留意しなければならない。 

③ アウトプット指標及びアウトカム指標の活用等 

評価の客観性を確保する観点から、アウトプット指標やアウトカム指標による評価手法を

用いるよう努める。ただし、論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価

は一定の客観性を有するが、研究開発プログラム・課題においては研究分野や内容により、

その意味は大きく異なり得るものであり、必ずしも研究開発成果の価値を一義的に表すもの

ではない。したがって、これらを参考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意

すべきである。 

④ 評価結果の制度間での相互活用 

    研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連

続してつなげるなどの観点から、関係府省、研究開発機関及び制度を越えて相互活用するよ

う努める。 

⑤ 自己点検の活用 

    評価への被評価者等の主体的な取組を促進し、また、評価の効率的な実施を推進するため、

推進課及び主管課は、自ら研究開発プログラム・課題の計画段階において具体的かつ明確な

目標とその達成状況の判定基準等を明示し、研究開発プログラム・課題の開始後には目標の

達成状況、今後の発展見込み等の自己点検を行い、評価者はその内容の確認などを行うこと

により評価を行う。 

⑥ 評価の国際的な水準の向上 

    研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価項目に

国際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど評価に関して、実施体制や実施方法などの

全般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組む。 
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Ⅱ．評価の類型と実施方法 

 

１．研究開発プログラムの評価 

 

１－１．複数の研究開発課題によって構成される研究開発プログラム（以下「複数課題プ 

ログラム」）の評価 

 

(1)事前評価 

 

   ① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

      推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手法 

      外部評価を行う。 

    ⑤ 評価項目・評価基準 

       技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

     ⑥ 実施時期 

「複数課題プログラム」の創設時（プログラム構成要素として最初に実施する「研究開

発課題（プロジェクト）」の初年度予算要求時）に、当該プログラム全体に係る「事前評価」

を実施する。 

これに加え、既に実施中の複数課題プログラムにおいて、新たな「研究開発課題」を実

施する前（初年度予算要求時）に、当該研究開発課題に係る「事前評価」を実施するもの

とする。 

 

 

(2)中間評価 

 

    ① 評価者 

      外部評価者 

② 被評価者 

     推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手法 

      外部評価を行う。 
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⑤ 評価項目・評価基準 

       技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

複数課題プログラムを構成する各「研究開発課題」が終了する各年度中に、当該プログ

ラム全体に係る中間評価を実施する。（ただし、当該研究開発課題の終了をもって複数課題

プログラム全体が終了する場合にあっては、当該プログラム全体の終了時評価（終了前評

価又は事後評価）を行うものとし、前記中間評価は実施しない。） 

なお、複数課題プログラムを構成する一の「研究開発課題」の実施期間が５年以上であ

る場合にあっては、必要に応じ、上記中間評価の実施に加え、当該研究開発課題事業の開

始から３年程度ごとを目安として、当該プログラム全体に係る中間評価を行うものとする。 

 

 

(3)終了時評価 

 

    ① 評価者 

      外部評価者 

② 被評価者 

      推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手法 

      外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

       技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

複数課題プログラム全体の終了時に実施する。 

ただし、当該プログラムの成果を切れ目なく次の研究開発プログラム等につなげていく

場合には、当該プログラムが終了する前の適切な時期に終了時評価（終了前評価）を行う

こととし、その他の場合には、当該プログラムの終了直後に終了時評価（事後評価）を行

うものとする。 
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１－２．競争的資金制度等の研究資金制度プログラムの評価 

 

 

(1)事前評価 

 

   ① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

      推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

      推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手法 

      外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

    新規の研究資金制度プログラムの創設時（初年度予算要求時）に行う。 

 

 

(2)中間評価 

 

 ① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

     推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手法 

外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

実施期間が５年以上の研究資金制度プログラム又は実施期間の定めのない研究資金制度 

プログラムについて、３年程度ごとに行う。 
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(3)終了時評価 

 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

    推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手法 

外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

研究資金制度プログラムの終了時に実施する。 

ただし、当該研究資金制度プログラムの成果を切れ目なく次の研究資金制度プログラム等に

つなげていく場合には、当該研究資金制度プログラムが終了する前の適切な時期に終了時評

価（終了前評価）を行うこととし、その他の場合には、当該研究資金制度プログラム終了直

後に終了時評価（事後評価）を行うものとする。 
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２．研究開発課題（プロジェクト）の評価 

 

(1)事前評価 

 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

    推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

    推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手法 

    外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

     技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

    ⑥実施時期 

     新規の研究開発課題（プロジェクト）の創設時（初年度予算要求時）に行う。 

 

 

(2)中間評価 

  

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

    推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手法 

    外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

     実施期間が５年以上の研究開発課題（プロジェクト）又は実施期間の定めのない研究開発

課題（プロジェクト）について、３年程度ごとに行う。 
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(3)終了時評価  

 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

     推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手法 

     外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

研究開発課題（プロジェクト）の終了時に実施する。 

ただし、当該研究開発課題（プロジェクト）の成果を切れ目なく次の研究開発課題（プロ

ジェクト）等につなげていく場合には、当該研究開発課題（プロジェクト）が終了する前の

適切な時期に終了時評価（終了前評価）を行うこととし、その他の場合には、当該研究開発

課題（プロジェクト）終了直後に終了時評価（事後評価）を行うものとする。 

 

 



18 
 

 

３．追跡調査・追跡評価 

 

３－１．追跡調査 

 

     終了した研究開発プログラム・課題を対象として、終了後数年間にわたり、その研究開発活

動や研究開発成果が産業、社会に及ぼした効果等について調査を行う。 

 

 

 ３－２．追跡評価 

 

終了して数年経った国費（当省予算）投入額の大きな研究開発プログラム・課題を対象とし

て、その研究開発活動や研究開発成果が産業、社会に及ぼした効果等について外部評価を行う。 

 

(1) 評価者 

     外部評価者 

(2) 被評価者 

     評価対象となる研究開発プログラム・課題に携わった推進課及び主管課 

(3) 評価事務局 

     推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

(4) 評価手続・評価手法 

     過去の事業原簿等の文献データ、関連部署・機関及びその他関係者等からの聞き取り調 

査等による情報を基にパネルレビュー又は第３者機関への委託による外部評価を行う。 

(5) 評価項目・評価基準 

     技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

(6) 実施時期  

      研究開発プログラム・課題終了後、成果の産業社会への波及が見極められる時点とする。 



 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

経済産業省技術評価指針に基づく 

標準的評価項目・評価基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年４月 

経済産業省産業技術環境局 

技術評価室 
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はじめに 

 

研究開発評価に当たっては、公正性、信頼性さらには実効性の観点から、その対象となる研究開

発の特性や評価の目的等に応じて、適切な評価項目・評価基準を設定して実施することが必要であ

る。 

本標準的評価項目・評価基準は、経済産業省における技術に関する施策及び技術に関する事業

の評価を行うに当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたガイドラインである経済産業省

技術評価指針に基づき、評価方法、評価項目等に一貫性を持たせるために、標準的なものとして、

技術評価室が定めるものである。                      
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用語の解説 

本規程における用語については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 24年 12月 6日内閣総理

大臣決定）及び同解説書並びに「経済産業省技術評価指針」（平成 26 年４月）に従い、次に定めるところによ

る。 

 

・研究開発プログラム：「上位施策の目標達成に向けて複数の研究開発課題を含む各手段を組み立てた計画

や手順に基づく取組」及び「上位施策目標との関連性を明確にし、検証可能な目標を設定した研究資金制度」

をいう。 

 

・研究開発課題（プロジェクト）：具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、当省が定めた明確な目的や

目標に沿って実施されるものをいう。 

なお、大綱的指針においては、競争的資金制度等の「研究資金制度」における個々の採択課題も「研究開

発課題」と称呼されているところであるが、混同を避けるため、当該各採択課題は「研究課題」と称呼するもの

とする。 

 

・研究資金制度：資金を配分する主体が研究課題を募り、提案された中から採択した研究課題に研究開発資金

を配分する制度をいう。競争的資金制度は、これに含まれる。 

なお、「上位施策目標との関連性を明確にし、検証可能な目標を設定した研究資金制度（以下「研究資金

制度プログラム」という。）」については、大綱的指針における整理に従い、「研究開発プログラム」の一つとし

て取り扱うものとする。 

 

・競争的資金制度：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそれらの者か

ら構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定の研究開発領域を定め、

又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等から提案された研究課題の中から、

当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事した経験を有する者をいう。）を含む複数の

者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技

術評価又は経済的・社会的評価に基づき研究課題を採択し、当該研究課題の研究開発を実施する研究者等

又は研究者等が属する組織若しくは企業等に研究開発資金を配分する制度をいう。 

 

（注１）「政策評価の実施に関するガイドライン」（平成１７年１２月１６日政策評価各府省連絡会議了承。以下「政評ガイドライ

ン」という。）においては、各行政機関が所掌する政策を、「政策（狭義）」、「施策」及び「事務事業」の三階層に区分整理する

ところであり、その定義は次のとおり。 

・政策（狭義）：特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまり。 

・施策：上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであり、「政策（狭義）」を実現

するための具体的な方策や対策ととらえられるもの。 

・事務事業：上記の「具体的な方策や対策」を具現化するための個々の行政手段としての事務及び事業であり、行政活動の

基礎的な単位となるもの。 

 

（注２）第４期科学技術基本計画においては、研究開発の政策体系は、「政策」、「施策」、「プログラム・制度」及び「研究開発

課題」の四階層に区分整理するところである。政評ガイドラインとの関係では、当該「プログラム・制度」及び「研究開発課題」

は、ともに政評ガイドラインにおける「事務事業」に該当するものと整理されている。 
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Ⅰ．研究開発プログラム（複数課題プログラム、研究資金制度プログラム）の評価項目・評価基準 

    

Ⅰ－１．複数課題プログラムの評価項目・評価基準 

 
研究開発プログラム（複数課題プログラム）の評価については、以下によるものの他、当該プログラムの構成

要素である個別の研究開発課題の評価については、「Ⅱ．研究開発課題（プロジェクト）の評価項目・評価基

準」によるものとする。 

Ⅰ－１－（１） 事前評価 

 
【事前評価項目１】 事業アウトカムの妥当性 

事前評価基準１－１ 
複数課題プログラムの目的を踏まえた事業アウトカム(指標及び目標値）が明確であり

妥当であること。 

 

（注）事業アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える効果

が優れていること。 

当該複数課題プログラムの事業アウトカムと関連性のある省内外の事業と重複がな

く、適切に連携等が取れていること。 

事業アウトカムを踏まえ、次年度以降に技術開発を実施することが合理的であるこ

と。 

（注）市場規模・シェア、エネルギー・ＣＯ２削減量などの事業アウトカムを計測できる定

量的な指標が設定されるとともに、目標値及び達成時期が適切に設定されていること。 

 

【事前評価項目２】 複数課題プログラムの内容及び事業アウトプットの妥当性 

事前評価基準２－１ 複数課題プログラムの内容が明確かつ妥当であること。 

 

（注）当該複数課題プログラムを構成する個々の事業それぞれの研究開発要素が明確

であること。 

国内外他者において実施されている類似の研究開発や競合する研究開発等の現状

が把握されており、本事業によって、技術的優位性（特許取得等）及び経済的優位性（上

市・製品化、市場規模・シェア等）を確保できるものであること。 

事前評価基準２－２ 事業アウトプット指標及び目標値が明確かつ妥当であること。 

 

（注）中間評価時点及び終了評価時点において、複数課題プログラムの進捗状況を客

観的に評価検証し得る、定量的な事業アウトプット指標が提示されるとともに、目標値が

適切に設定されていること。 

 

【事前評価項目３】 当省(国）が実施することの必要性 

事前評価基準３ 次の①から⑤のいずれかを満たすものであるなど、当省(国）において、当該複数課題

プログラムを実施することが必要であることが明確であること。 

①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間企業

のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 

②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施インセ

ンティブが期待できない場合。 

③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形成に

資する研究開発の場合。 

④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新たな
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付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他、科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有しているなど、国が主

体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 

【事前評価項目４】 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップの妥当性 

事前評価基準４ 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップは、以下の点を踏まえて作成されている

こと。 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 

・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

・成果のユーザー 

 

【事前評価項目５】 複数課題プログラムの実施・マネジメント体制等の妥当性 

事前評価基準５－１ 複数課題プログラムの実施・マネジメント体制が明確かつ妥当であること。 

事前評価基準５－２ 事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、知財の取扱についての戦略及びルールが十

分検討されていること。 

 

【事前評価項目６】  費用対効果の妥当性 

事前評価基準６ 投入する予定の国費総額に対して、事業アウトプット及び事業アウトカムが妥当である

こと。 

 

Ⅰ－１－（２） 中間評価 

 

【中間評価項目１】 事業アウトカムの妥当性 

中間評価基準１－１ 中間評価時点においてなお、複数課題プログラムの目的を踏まえた事業アウトカムが

明確であり妥当であること。 

 （注）事業アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える効果

が優れていること。 

中間評価基準１－２ 中間評価時点においてなお、事業アウトカム指標及び目標値が明確かつ妥当であるこ

と。 

 （注）市場規模・シェア、エネルギー・ＣＯ２削減量などの事業アウトカムを計測できる定

量的な指標が設定されるとともに、目標値及び達成時期が適切に設定されていること。  

 

【中間評価項目２】 複数課題プログラムの内容及び事業アウトプットの妥当性 

中間評価基準２－１ 中間評価時点においてなお、複数課題プログラムの内容が明確かつ妥当であること。 

 

（注）研究開発要素が明確であること。 

国内外他者において実施されている類似の研究開発や競合する研究開発等の現状

が把握されており、本事業によって、技術的優位性（特許取得等）及び経済的優位性

（上市・製品化、市場規模・シェア等）を確保できるものであること。 

中間評価基準２－２ 中間評価時点においてなお、事業アウトプット指標及び目標値が明確かつ妥当であるこ

と。 

中間評価基準２－３ 中間評価時点での事業アウトプットの目標値が達成されているとともに、関連する論文
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発表、特許出願、国際標準の形成、プロトタイプの作成等が実施されていること。 

 （注）未達成の場合はその原因や今後の見通しについて適切に説明されていること。 

 

【中間評価項目３】 当省(国）が実施することの必要性 

中間評価基準３ 中間評価時点においてなお、次の①から⑤のいずれかを満たすなど、当省(国）におい

て、当該複数課題プログラムを実施することが必要であることが明確であること。 

①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間企業

のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 

②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施インセ

ンティブが期待できない場合。 

③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形成に

資する研究開発の場合。 

④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新たな

付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他、科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有しているなど、国が主

体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 
【中間評価項目４】 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップの妥当性 

中間評価基準４ 

中間評価時点においてなお、事業アウトカム達成に至るまでのロードマップは、以下の

点を踏まえて作成され、必要に応じて改定されていること。 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 

・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

・成果のユーザー 

 
【中間評価項目５】 複数課題プログラムの実施・マネジメント体制等の妥当性 

中間評価基準５－１ 複数課題プログラムの実施・マネジメント体制等が、事業の目的及び事業アウトカムを

踏まえ、以下の点について明確かつ妥当であること。 

・研究開発計画 

・研究開発実施者の適格性 

・研究開発の実施体制（チーム構成、プロジェクトリーダー、連携や競争を図るためのフ

ォーメーション等） 

・国民との科学・技術対話の実施などのコミュニケーション活動 

・資金配分 

・社会経済情勢等周囲の状況変化への柔軟な対応 

中間評価基準５－２ 
事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、知財の取扱についての戦略及びルールが十

分検討され、具体化されていること。 

 
【中間評価項目６】 費用対効果の妥当性 

中間評価基準６ 
中間評価時点においてなお、投入する予定の国費総額に対して、事業アウトプット及び

事業アウトカムが妥当であること。  
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Ⅰ－１－（３） 終了時評価 

 

【終了評価項目１】 事業アウトカムの妥当性 

終了時評価基準１－１ 
終了時評価時点においてなお、複数課題プログラムの目的を踏まえた事業アウトカム

が明確であり妥当であること。 

 
（注）事業アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える効果

が優れていること。 

終了時評価基準１－２ 終了時評価時点においてなお、事業アウトカム指標及び目標値が明確かつ妥当である

こと。 

 

 

 

（注）市場規模・シェア、エネルギー・ＣＯ２削減量などの事業アウトカムを計測できる定

量的な指標が設定されるとともに、目標値及び達成時期が適切に設定されていること。  

 
【終了時評価項目２】 複数課題プログラムの内容及び事業アウトプットの妥当性 

終了時評価基準２－１ 終了評価時点においてなお、複数課題プログラムの内容が明確かつ妥当であること。 

 

 

（注）研究開発要素が明確であること。 

国内外他者において実施されている類似の研究開発や競合する研究開発等の現状

が把握されており、本事業によって、技術的優位性（特許取得等）及び経済的優位性

（上市・製品化、市場規模・シェア等）を確保できるものであること。 

終了時評価基準２－２ 

 

終了評価時点においてなお、事業アウトプット指標及び目標値が明確かつ妥当であるこ

と。 

終了時評価基準２－３ 

 

終了時評価時点での事業アウトプットの目標値が達成されているとともに、関連する論

文発表、特許出願、国際標準の形成、プロトタイプの作成等が実施されていること。 

 （注）未達成の場合はその原因や今後の見通しについて適切に説明されていること。 

 

【終了時評価項目３】 当省(国）が実施することの必要性 

終了時評価基準３ 

 

終了時評価時点においてなお、次の①から⑤のいずれかを満たすなど、当省(国）にお

いて、当該複数課題プログラムを実施することが必要であることが明確であること。 

①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間企業

のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 

②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施インセ

ンティブが期待できない場合。 

③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形成に

資する研究開発の場合。 

④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新たな

付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他、科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有しているなど、国が主

体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 
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【終了時評価項目４】 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップの妥当性 

終了時評価基準４－１ 終了時評価時点においてなお、事業アウトカム達成に至るまでのロードマップは、以下

の点を踏まえて作成され、必要に応じて改定されていること。 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 

・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

・成果のユーザー 

 
【終了時評価項目５】 複数課題プログラムの実施・マネジメント体制等の妥当性 

終了時評価基準５－１ 事業実施中における、複数課題プログラムの実施・マネジメント体制等が、事業の目的

及び事業アウトカムを踏まえ、以下の点について明確かつ妥当であること。 

・研究開発計画 

・研究開発実施者の適格性 

・研究開発の実施体制（チーム構成、プロジェクトリーダー、連携や競争を図る   

ためのフォーメーション等） 

・国民との科学・技術対話の実施などのコミュニケーション活動 

・資金配分 

・社会経済情勢等周囲の状況変化への柔軟な対応 

終了時評価基準５－２ 事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、知財の取扱についての戦略及びルールが十

分検討され、事業アウトカム達成までの間も含め、具体化されていること。 

 
【終了時評価項目６】 費用対効果の妥当性 

終了時評価基準６ 投入された国費総額に対して、事業アウトプット及び事業アウトカムが妥当であること。 
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Ⅰ－２．研究資金制度プログラムの評価項目・評価基準 

 

Ⅰ－２－（１） 事前評価 

 

【事前評価項目１】 事業アウトカムの妥当性 

事前評価基準１－１ 制度の目的を踏まえた事業アウトカムが明確であり妥当であること。 

 

（注）事業アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える効果

が優れていること。 

 当該「制度」の事業アウトカムと関連性のある省内外の事業と重複がなく、適切に連携

等が取れていること。 

 事業アウトカムを踏まえ、次年度以降に技術開発を実施することが合理的であること。 

事前評価基準１－２ 事業アウトカム指標及び目標値が明確かつ妥当であること。 

 

（注）市場規模・シェア、エネルギー・ＣＯ２削減量などの事業アウトカムを計測できる定

量的な指標が設定されるとともに、目標値及び達成時期が適切に設定されていること。                                

  

【事前評価項目２】 制度内容及び事業アウトプットの妥当性 

事前評価基準２ 事業アウトプット指標及び目標値が明確かつ妥当であること。 

 

（注）中間評価時点及び終了評価時点において、事業の進捗状況を客観的に評価検証

し得る、定量的な事業アウトプット指標が提示されるとともに、目標値が適切に設定され

ていること。 

 
【事前評価項目３】 当省(国）が実施することの必要性 

事前評価基準３ 次の①から⑤のいずれかを満たすものであるなど、当省(国）において、当該制度を実

施することが必要であることが明確であること。 

①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間企業

のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 

②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施インセ

ンティブが期待できない場合。 

③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形成に

資する研究開発の場合。 

④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新たな

付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他、科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有しているなど、国が主

体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 
【事前評価項目４】 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップの妥当性 

事前評価基準４ 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップは、以下の点を踏まえて作成されている

こと。 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 

・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

・成果のユーザー 
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【事前評価項目５】 当該制度の実施・マネジメント体制等の妥当性 

事前評価基準５－１ 制度の実施・マネジメント体制等が、事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、以下

の点について明確かつ妥当であること。 

・制度の運営体制・組織 

・個々のテーマの採択プロセス 

・事業の進捗管理（モニタリングの実施、制度関係者間の調整等） 

・制度を利用する対象者  

・個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組み 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組  

・国民との科学・技術対話の実施などのコミュニケーション活動 

・資金配分 

・社会経済情勢等周囲の状況変化への対応 

事前評価基準５－２ 事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、知財の取扱についての戦略及びルール

が十分検討され、具体化されていること。 

 
【事前評価項目６】 費用対効果の妥当性 

事前評価基準６ 投入する予定の国費総額に対して、事業アウトプット及び事業アウトカムが妥当であ

ること。 

 

Ⅰ－２－（２） 中間評価 

 

【中間評価項目１】 事業アウトカムの妥当性 

中間評価基準１－１ 中間評価時点においてなお、制度の目的を踏まえた事業アウトカムが明確であり妥

当であること。 

 （注）事業アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える

効果が優れていること。 

中間評価基準１－２ 中間評価時点においてなお、事業アウトカム指標及び目標値が明確かつ妥当であ

ること。 

 

 

（注）市場規模・シェア、エネルギー・ＣＯ２削減量などの事業アウトカムを計測できる

定量的な指標が設定されるとともに、目標値及び達成時期が適切に設定されている

こと。                                

 
【中間評価項目２】 制度内容及び事業アウトプットの妥当性 

中間評価基準２－１ 中間評価時点においてなお、事業アウトプット指標及び目標値が明確かつ妥当であ

ること。 

 

 

（注）中間評価時点及び終了評価時点において、研究開発の進捗状況を客観的に

評価検証し得る、定量的な事業アウトプット指標が提示されるとともに、目標値が適

切に設定されていること。 

中間評価基準２－２ 中間評価時点での事業アウトプットの目標値が達成されているとともに、関連する論

文発表、特許出願、国際標準の形成、プロトタイプの作成等が実施されていること。 

 （注）未達成の場合はその原因や今後の見通しについて適切に説明されているこ

と。 

 
【中間評価項目３】 当省(国）が実施することの必要性 

中間評価基準３ 中間評価時点においてなお、次の①から⑤のいずれかを満たすものであるなど、当
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省(国）において、当該制度を実施することが必要であることが明確であること。 

①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間

企業のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 

②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施イン

センティブが期待できない場合。 

③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形

成に資する研究開発の場合。 

④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新

たな付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他、科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有しているなど、国が

主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 
【中間評価項目４】 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップの妥当性 

中間評価基準４ 中間評価時点においてなお、事業アウトカム達成に至るまでのロードマップは、以下

の点を踏まえて作成され、必要に応じて改定されていること。 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 

・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

・成果のユーザー 

 
【中間評価項目５】 制度の実施・マネジメント体制等の妥当性 

中間評価基準５－１ 中間評価時点においてなお、制度の実施・マネジメント体制等が、事業の目的及び

事業アウトカムを踏まえ、以下の点について明確かつ妥当であること。 

・制度の運営体制・組織 

・個々のテーマの採択プロセス 

・事業の進捗管理（モニタリングの実施、制度関係者間の調整等） 

・制度を利用する対象者  

・個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組み 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組  

・国民との科学・技術対話の実施などのコミュニケーション活動 

・資金配分 

・社会経済情勢等周囲の状況変化への対応 

中間評価基準５－２ 事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、知財の取扱についての戦略及びルール

が十分検討され、具体化されていること。 

 
【中間評価項目６】 費用対効果の妥当性 

中間評価基準６ 中間評価時点においてなお、投入する予定の国費総額に対して、事業アウトプット

及び事業アウトカムが妥当であること。 
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Ⅰ－２－（３） 終了時評価 

 

【終了時評価項目１】 事業アウトカムの妥当性 

終了時評価基準１－１ 終了時評価時点においてなお、制度の目的を踏まえた事業アウトカムが明確であり

妥当であること。 

 （注）事業アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える

効果が優れていること。 

終了時評価基準１－２ 終了時評価時点においてなお、事業アウトカム指標及び目標値が明確かつ妥当で

あること。 

 

 

（注）市場規模・シェア、エネルギー・ＣＯ２削減量などの事業アウトカムを計測できる

定量的な指標が設定されるとともに、目標値及び達成時期が適切に設定されている

こと。                                

 

【終了時評価項目２】 制度内容及び事業アウトプットの妥当性 

終了時評価基準２－１ 終了評価時点においてなお、事業アウトプット指標及び目標値が明確かつ妥当であ

ること。 

 

 

（注）中間評価時点及び終了評価時点において、研究開発の進捗状況を客観的に

評価検証し得る、定量的な事業アウトプット指標が提示されるとともに、目標値が適

切に設定されていること。 

終了時評価基準２－２ 終了時評価時点での事業アウトプットの目標値が達成されているとともに、関連する

論文発表、特許出願、国際標準の形成、プロトタイプの作成等が実施されているこ

と。 

 （注）未達成の場合はその原因や今後の見通しについて適切に説明されているこ

と。 

 
【終了時評価項目３】 当省(国）が実施することの必要性 

終了時評価基準３ 終了時評価時点においてなお、次の①から⑤のいずれかを満たすものであるなど、

当省(国）において、当該制度を実施することが必要であることが明確であること。 

①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間

企業のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 

②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施イン

センティブが期待できない場合。 

③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形

成に資する研究開発の場合。 

④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新

たな付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他、科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有しているなど、国が

主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 
【終了時評価項目４】 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップの妥当性 

終了時評価基準４－１ 終了時評価時点においてなお、事業アウトカム達成に至るまでのロードマップは、以

下の点を踏まえて作成され、必要に応じて改定されていること。 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 
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・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

・成果のユーザー 

終了時評価基準４－２ あらかじめ設定されていた事業アウトカムの達成時期における目標値の達成が見

込まれていること。 

 （注）達成が見込めない場合はその原因や今後の見通しについて適切に説明されて

いること。 

 
【終了時評価項目５】 制度の実施・マネジメント体制等の妥当性 

終了時評価基準５－１ 終了時評価時点においてなお、制度の実施・マネジメント体制等が、事業の目的及

び事業アウトカムを踏まえ、以下の点について明確かつ妥当であること。 

・制度の運営体制・組織 

・個々のテーマの採択プロセス 

・事業の進捗管理（モニタリングの実施、制度関係者間の調整等） 

・制度を利用する対象者  

・個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組み 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組  

・国民との科学・技術対話の実施などのコミュニケーション活動 

・資金配分 

・社会経済情勢等周囲の状況変化への対応 

終了時評価基準５－２ 事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、知財の取扱についての戦略及びルール

が十分検討され、事業アウトカム達成までの間も含め、具体化されていること。 

終了時評価基準５－３ 事業終了後における、事業アウトカム達成までの間の研究開発の実施・マネジメント

体制等が明確かつ妥当であること。 

 
【終了時評価項目６】 費用対効果の妥当性 

終了時評価基準６ 投入された国費総額に対して、事業アウトプット及び事業アウトカムが妥当であるこ

と。 
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Ⅱ．研究開発課題（プロジェクト）の評価項目・評価基準 

 

Ⅱ－（１） 事前評価 

 

【事前評価項目１】 事業アウトカムの妥当性 

事前評価基準１－１ 事業の目的を踏まえた事業アウトカムが明確であり妥当であること。 

 

（注）事業アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える

効果が優れていること。 

 当該事業の事業アウトカムと関連性のある省内外の事業と重複がなく、適切に連

携等が取れていること。 

 事業アウトカムを踏まえ、次年度以降に技術開発を実施することが合理的であるこ

と。 

事前評価基準１－２ 事業アウトカム指標及び目標値が明確かつ妥当であること。 

 

（注）市場規模・シェア、エネルギー・ＣＯ２削減量などの事業アウトカムを計測できる

定量的な指標が設定されるとともに、目標値及び達成時期が適切に設定されている

こと。                                

 
【事前評価項目２】 研究開発内容及び事業アウトプットの妥当性 

事前評価基準２－１ 研究開発内容が明確かつ妥当であること。 

 

（注）研究開発要素が明確であること。 

国内外他者において実施されている類似の研究開発や競合する研究開発等の現状

が把握されており、本事業によって、技術的優位性（特許取得等）及び経済的優位

性（上市・製品化、市場規模・シェア等）を確保できるものであること。 

事前評価基準２－２ 事業アウトプット指標及び目標値が明確かつ妥当であること。 

 

（注）中間評価時点及び終了評価時点において、研究開発の進捗状況を客観的に

評価検証し得る、定量的な事業アウトプット指標が提示されるとともに、目標値が適

切に設定されていること。 

 
【事前評価項目３】 当省(国）が実施することの必要性 

事前評価基準３ 次の①から⑤のいずれかを満たすものであるなど、当省(国）において、当該研究開

発課題（プロジェクト）を実施することが必要であることが明確であること。 

①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間

企業のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 

②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施イン

センティブが期待できない場合。 

③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形

成に資する研究開発の場合。 

④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新

たな付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他、科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有しているなど、国が

主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 
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【事前評価項目４】 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップの妥当性 

事前評価基準４ 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップは、以下の点を踏まえて作成されてい

ること。 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 

・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

・成果のユーザー 

 
【事前評価項目５】 研究開発の実施・マネジメント体制等の妥当性 

事前評価基準５－１ 研究開発の実施・マネジメント体制等が明確かつ妥当であること。 

事前評価基準５－２ 事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、知財の取扱についての戦略及びルール

が十分検討されていること。 

 

【事前評価項目６】 費用対効果の妥当性 

事前評価基準６ 投入する予定の国費総額に対して、事業アウトプット及び事業アウトカムが妥当であ

ること。 

 

Ⅱ－（２） 中間評価 

 

【中間評価項目１】 事業アウトカムの妥当性 

中間評価基準１－１ 中間評価時点においてなお、事業の目的を踏まえた事業アウトカムが明確であり妥

当であること。 

 

（注）事業アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える

効果が優れていること。 

中間評価基準１－２ 中間評価時点においてなお、事業アウトカム指標及び目標値が明確かつ妥当であ

ること。 

 

（注）市場規模・シェア、エネルギー・ＣＯ２削減量などの事業アウトカムを計測できる

定量的な指標が設定されるとともに、目標値及び達成時期が適切に設定されている

こと。                                

 
【中間評価項目２】 研究開発内容及び事業アウトプットの妥当性 

中間評価基準２－１ 中間評価時点においてなお、研究開発内容が明確かつ妥当であること。 

 

（注）研究開発要素が明確であること。 

国内外他者において実施されている類似の研究開発や競合する研究開発等の現状

が把握されており、本事業によって、技術的優位性（特許取得等）及び経済的優位

性（上市・製品化、市場規模・シェア等）を確保できるものであること。 

中間評価基準２－２ 中間評価時点においてなお、事業アウトプット指標及び目標値が明確かつ妥当であ

ること。 

 

（注）中間評価時点及び終了評価時点において、研究開発の進捗状況を客観的に

評価検証し得る、定量的な事業アウトプット指標が提示されるとともに、目標値が適

切に設定されていること。 

中間評価基準２－３ 中間評価時点での事業アウトプットの目標値が達成されているとともに、関連する論

文発表、特許出願、国際標準の形成、プロトタイプの作成等が実施されていること。 

 
（注）未達成の場合はその原因や今後の見通しについて適切に説明されているこ
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と。 

 
 
【中間評価項目３】 当省(国）が実施することの必要性 

中間評価基準３ 中間評価時点においてなお、次の①から⑤のいずれかを満たすものであるなど、当

省(国）において、当該研究開発課題（プロジェクト）を実施することが必要であること

が明確であること。 

①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間

企業のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 

②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施イン

センティブが期待できない場合。 

③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形

成に資する研究開発の場合。 

④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新

たな付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他、科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有しているなど、国が

主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 
【中間評価項目４】 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップの妥当性 

中間評価基準４ 中間評価時点においてなお、事業アウトカム達成に至るまでのロードマップは、以下

の点を踏まえて作成され、必要に応じて改定されていること。 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 

・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

・成果のユーザー 

 
【中間評価項目５】 研究開発の実施・マネジメント体制等の妥当性 

中間評価基準５－１ 研究開発の実施・マネジメント体制等が、事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、

以下の点について明確かつ妥当であること。 

・研究開発計画 

・研究開発実施者の適格性 

・研究開発の実施体制（チーム構成、プロジェクトリーダー、連携や競争を図るため

のフォーメーション等） 

・国民との科学・技術対話の実施などのコミュニケーション活動 

・資金配分 

・社会経済情勢等周囲の状況変化への柔軟な対応 

中間評価基準５－２ 事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、知財の取扱についての戦略及びルール

が十分検討され、具体化されていること。 

 
【中間評価項目６】 費用対効果の妥当性 

中間評価基準６ 中間評価時点においてなお、投入する予定の国費総額に対して、事業アウトプット

及び事業アウトカムが妥当であること。 
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Ⅱ－（３） 終了時評価 

 

【終了評価項目１】 事業アウトカムの妥当性 

終了時評価基準１－１ 
終了時評価時点においてなお、事業の目的を踏まえた事業アウトカムが明確であり

妥当であること。 

 

（注）事業アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える

効果が優れていること。 

終了時評価基準１－２ 終了時評価時点においてなお、事業アウトカム指標及び目標値が明確かつ妥当で

あること。 

 

（注）市場規模・シェア、エネルギー・ＣＯ２削減量などの事業アウトカムを計測できる

定量的な指標が設定されるとともに、目標値及び達成時期が適切に設定されている

こと。                                

 
【終了時評価項目２】 研究開発内容及び事業アウトプットの妥当性 

終了時評価基準２－１ 終了評価時点においてなお、研究開発内容が明確かつ妥当であること。 

 

（注）研究開発要素が明確であること。 

 国内外他者において実施されている類似の研究開発や競合する研究開発等の現

状が把握されており、本事業によって、技術的優位性（特許取得等）及び経済的優

位性（上市・製品化、市場規模・シェア等）を確保できるものであること。 

終了時評価基準２－２ 終了評価時点においてなお、事業アウトプット指標及び目標値が明確かつ妥当であ

ること。 

 

（注）終了評価時点において、研究開発の進捗状況を客観的に評価検証し得る、定

量的な事業アウトプット指標が提示されるとともに、目標値が適切に設定されている

こと。 

終了時評価基準２－３ 終了時評価時点での事業アウトプットの目標値が達成されているとともに、関連する

論文発表、特許出願、国際標準の形成、プロトタイプの作成等が実施されているこ

と。 

 

（注）未達成の場合はその原因や今後の見通しについて適切に説明されているこ

と。 

 
【終了時評価項目３】 当省(国）が実施することの必要性 

終了時評価基準３ 終了時評価時点においてなお、次の①から⑤のいずれかを満たすものであるなど、

当省(国）において、当該研究開発課題（プロジェクト）を実施することが必要であるこ

とが明確であること。 

①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間

企業のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 

②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施イン

センティブが期待できない場合。 

③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形

成に資する研究開発の場合。 

④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新

たな付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 
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⑤その他、科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有しているなど、国が

主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 
 
【終了時評価項目４】 事業アウトカム達成に至るまでのロードマップの妥当性 

終了時評価基準４－１ 終了時評価時点においてなお、事業アウトカム達成に至るまでのロードマップは、以

下の点を踏まえて作成され、必要に応じて改定されていること。 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 

・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

・成果のユーザー 

終了時評価基準４－２ あらかじめ設定されていた事業アウトカムの達成時期における目標値の達成が見

込まれていること。 

 

（注）達成が見込めない場合はその原因や今後の見通しについて適切に説明されて

いること。 

 
【終了時評価項目５】 研究開発の実施・マネジメント体制等の妥当性 

終了時評価基準５－１ 事業実施中における、研究開発の実施・マネジメント体制等が、事業の目的及び事

業アウトカムを踏まえ、以下の点について明確かつ妥当であること。 

・研究開発計画 

・研究開発実施者の適格性 

・研究開発の実施体制（チーム構成、プロジェクトリーダー、連携や競争を図るため

のフォーメーション等） 

・国民との科学・技術対話の実施などのコミュニケーション活動 

・資金配分 

・社会経済情勢等周囲の状況変化への柔軟な対応 

終了時評価基準５－２ 事業の目的及び事業アウトカムを踏まえ、知財の取扱についての戦略及びルール

が十分検討され、事業アウトカム達成までの間も含め、具体化されていること。 

終了時評価基準５－３ 事業終了後における、事業アウトカム達成までの間の研究開発の実施・マネジメント

体制等が明確かつ妥当であること。 

 
【終了時評価項目６】 費用対効果の妥当性 

終了時評価基準６ 投入された国費総額に対して、事業アウトプット及び事業アウトカムが妥当であるこ

と。 
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Ⅲ．追跡評価の評価項目・評価基準 

 

【追跡評価項目１】 技術波及効果（事業アウトカムを含む。） 

【追跡評価項目１－１】 プロジェクトの直接的・間接的技術成果の実用化の進展度合 

追跡評価基準１－１ ①プロジェクトの終了後に実用化した又は今後実用化が期待される製品やサービス

があること。 

②具体化された知財の取り扱いについての戦略及びルールに基づき、国内外での

特許取得等が行われたこと。 

【追跡評価項目１－２】 プロジェクトの直接的・間接的技術成果のインパクト 

追跡評価基準１－２ ①関連技術分野に非連続なイノベーションをもたらしたこと。 

②多くの派生技術が生み出されていること 

③適用分野が多岐にわたっていること。 

④直接的・間接的技術成果を利用した研究主体が多いこと。 

⑤直接的・間接的技術成果を利用した研究主体が産業界や学会に広がりを持って

いること。 

⑥研究開発の促進効果や期間短縮効果があったこと。 

【追跡評価項目１－３】 国際競争力への影響 

追跡評価基準１－３ ①我が国における当該分野の技術レベルが向上したこと。  

②外国企業との間で技術的な取引が行われ、それが利益を生み出したこと。 

③外国企業との主導的な技術提携が行われたこと。  

④国際標準等の協議において、我が国がリーダーシップをとれる等のメリットもたら

したこと。 

⑤外国との技術交流の促進や当該分野での我が国のイニシアチブの獲得につなが

ったこと。 

 

【追跡評価項目２】 研究開発力向上効果（事業アウトカムを含む。） 

【追跡評価項目２－１】 知的ストックの活用状況 

追跡評価基準２－１ ①プロジェクトの成果である知的ストックを活用した研究開発が行われていること。 

②知的ストックが画期的な新製品やサービスを生み出す可能性を高める工夫がなさ

れていること。 

【追跡評価項目２－２】 研究開発組織・戦略への影響 

追跡評価基準２－２ ①組織内、更には国内外において高く評価される研究部門となったこと。 

②関連部門の人員・予算の拡充につながったこと。 

➂技術管理部門・研究開発部門の再構成等、社内の組織改変につながったこと。 

④組織全体の技術戦略・知財戦略の見直しや強化に寄与したこと。 

⑤他の企業や研究機関との共同研究の推進、ビジネスパートナーとの関係の強化・

改善等、オープンイノベーションのきっかけになったこと。  

⑥プロジェクトが学会、フォーラム等の研究交流基盤の整備・強化のきっかけになっ

たこと。 

【追跡評価項目２－３】 人材への影響 

追跡評価基準２－３ ①組織内、更には国内外において高く評価される研究者が生まれたこと。 

②論文発表、博士号取得が活発に行われたこと。 

③他の企業や研究機関との研究者の人的交流のきっかけになったこと。 
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【追跡評価項目３】 経済効果（事業アウトカムを含む。） 

【追跡評価項目３－１】 市場創出への寄与 

追跡評価基準３－１ 新しい市場の創造及びその拡大に寄与したこと。 

【追跡評価項目３－２】 経済的インパクト 

追跡評価基準３－２ ①製品やサービスの売り上げ及び利益の増加に寄与したこと。 

②雇用創出に寄与したこと。 

【追跡評価項目３－３】 産業構造転換・産業活性化の促進 

追跡評価基準３－３ ①既存市場への新規参入又は既存市場からの撤退等をもたらしたこと。 

②生産性・経済性の向上に寄与したこと。 

③顧客との関係改善に寄与したこと 

 

【追跡評価項目４】 国民生活・社会レベルの向上効果（事業アウトカムを含む。） 

評価基準４ ①エネルギー問題の解決に寄与したこと。 

②環境問題の解決に寄与したこと。 

③情報化社会の推進に寄与したこと。。 

④安全・安心や国民生活の質の向上に寄与したこと。 

 

【追跡評価項目５】 政策へのフィードバック効果 

追跡評価基準５－１ プロジェクトの成果、改善提案、反省点等がその後のプロジェクトのテーマ設定や体

制構築へ反映されたこと。 

追跡評価基準５－２ プロジェクトの直接的・間接的技術成果が産業戦略等に影響したこと。 

 

【追跡評価項目６】 以上の評価結果を踏まえた、プロジェクト終了時の事後評価の妥当性 

追跡評価基準６ 終了時評価（事後評価を含む。）の結果が妥当であること。 

 （注）今後の終了時評価において改善すべき点、考慮すべき点等があれば提案す

る。 

 

＜参考＞ 

（平成２５年度までの評価項目）      (平成２６年度からの評価項目） 

①目的・意義の妥当性            ①事業アウトカムの妥当性 

②目標の妥当性               ②研究開発内容及び事業アウトプットの妥

当性 

➂計画内容の妥当性             ➂当省(国）が実施することの必要性 

④国のプロジェクトであることの妥当性  ④事業アウトカム達成に至るまでのロード

マップの妥当性 

⑤研究開発体制・運営の妥当性      ⑤研究開発の実施・マネジメント体制等の

妥当性 

⑥研究開発成果の計画と比較した     ⑥費用対効果の妥当性 

達成度 

⑦実用化の見通し（成果普及、広報体 

制、波及効果）  

⑧総合評価  

⑨今後の提言 
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【追跡評価項目 7】 プロジェクト終了後のフォローアップ方法 

追跡評価基準７ プロジェクトの成果の実用化や普及に向けた、ロードマップや体制、後継事業の検

討など、プロジェクト終了後のフォローアップ方法が適切であったこと。 

 （注）フォローアップ方法について改善すべき点、より効果的な方策等があれば提案

する。 
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技術に関する施策・事業評価報告書概要 

 

技術に関する施策 

 

技術に関する 

施策名 
次世代電力供給システム分野に係る技術に関する施策・事業 

担当課 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 

技術に関する施策の目的・概要 

昨今、気候変動問題への対応が地球規模の課題となっている中、化石エネルギーの利用に伴う

温室効果ガスの排出抑制に関する関心が高まっている。 

特に我が国では、東日本大震災以降、原子力発電所の定期検査入りに伴い、国内電源構成に占

める火力発電の割合は、約９割まで上昇しており、2030年以降も火力発電は我が国の電源構成の

中で重要な位置づけを占める予定である。 

石炭は他の化石燃料と比べ、可採年数が約143年と長く、世界各国に幅広く分布する等、供給安

定性が高く、経済性に優れることから、我が国にとって、今後とも石油代替エネルギーの重要な

柱の一つとなる。また、天然ガスは化石燃料の中で、安定的かつクリーンなエネルギーであり、

環境規制の厳しい都市圏での大気汚染防止対策上、極めて有効な発電用燃料として導入されてい

る。 

しかし、発電時に発生する単位当たり二酸化炭素排出量は他の電源に比べて大きく、地球環境

問題での制約要因が多いという課題を抱えている。 

また、我が国は世界最大の石炭および天然ガス輸入国であり、資源のほぼ100％を海外に依存し

ている。よって、エネルギーの有効利用と環境負荷の低減に努めるため、我が国は長年にわたり

化石エネルギーの利用技術の効率化に積極的に取り組むとともに、環境に適した世界最高水準の

火力発電技術の開発・利用を実現してきたところである。 

一方、温室効果ガスの排出抑制・エネルギー自給率向上、エネルギー源多様化、環境関連産業

育成等の観点から、我が国は太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を進めているが、電力系

統上の課題として、①余剰電力の発生や、②出力変動に伴う周波数変動調整力の不足、③配電系

統における電圧上昇 等が指摘されているところである。よって、再生可能エネルギーの導入拡

大に伴う電力系統上の課題への対策を進めなければ、我が国の電力の安定供給を阻害するおそれ

がある。 

したがって、今後、再生可能エネルギーが導入拡大されることで電源が多様化する電力を効率

かつ安定的に供給するため、送配電系統や発電運用技術の高度化を行い、送電効率の向上、余剰

電力対策等の系統安定化対策を行うことで、環境対策および電力の安定供給を可能とする強靱な

電力供給システムを確立していく必要がある。 

将来に向けた世界的な気候変動問題の制約下で、環境負荷を低減させることを目的とした電力

の安定供給にかかる技術開発は、我が国の環境及びエネルギー政策上極めて重要な施策である。 
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技術に関する事業一覧 

Ａ．高効率ガスタービン実用化技術開発 

 A1  1700℃級ガスタービン実用化技術開発 

 A2  高湿分空気利用ガスタービン実用化技術開発 

Ｂ．高効率ガスタービン実証事業 

 B1  1700℃級ガスタービン実証事業 

 B2  高湿分空気利用ガスタービン実証事業 

Ｃ．先進超々臨界圧火力発電実用化技術開発 

Ｄ．次世代型双方向通信出力制御実証事業 

Ｅ．太陽光発電出力予測技術開発実証事業 

 

技術に関する施策評価の概要 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）施策の目的の妥当性 

  原子力発電の将来性が不透明な現状では，再生可能エネルギーの本格的導入に先立ち，火力発電設

備の高効率化および環境負荷の低減化は不可欠の技術課題であり，その意味においても本施策の目的

の妥当性は明らかである。また、上述のように諸情勢が大きく変化する中で、安定供給を確保し、温

室効果ガスの排出抑制を進めるためには、電力供給システムの技術向上を図ることが極めて重要であ

り、目的の妥当性は高い。 

 なお、すべてが即座に国内外に適用できるものであるかは、疑問があるところ。現在取り組んでい 

る技術・研究が、どういった条件・環境において、その成果を発揮するのか、あるいはどういった条 

件が成立したときに経済的有利になるか、そして具体的な適用先・時期についてはどういった考え方 

なのか(どういった仮説を設定しているのか)、条件を明確にする必要があると考える。また、ライフ 

サイクルコストを踏まえた検討も加えていただければ、より適用先が明確になると考える。そこに何 

らかの課題がある場合はそこを明確にした上で整理し、将来の技術開発につなげるしくみが必要でな 

いか。 

（２）施策の政策的位置付けの妥当性 

  本施策の位置付けは，2013 年の「日本再興戦略」にも合致するもので，火力発電技術の高効率化

と効率的なエネルギー流通技術の開発に関して，世界の中で主導的役割を果たしてきた我が国の開

発・研究スタンスを一層確固たるものにする効果が期待できる．これにより国際的な施策動向を我が

国が先導する立場に立てる可能性がある。 

 また、環境エネルギー技術革新計画に基づき、中長期的な技術ロードマップを見据えた上で背景や 

わが国の技術開発の動向・課題を整理し計画されており妥当と考える。 

さらに、国内はもちろんのこと、電力分野における日本発の最先端技術を海外に展開し、エネルギ 

 ー問題や温暖化対策等で貢献していく姿もしっかり示されており妥当であると考える。 

  なお、すべてが即座に国内外に適用できるものであるかは、疑問があるところ。現在取り組んでい 

る技術・研究が、どういった条件・環境において、その成果を発揮するのか、あるいはどういった条 

件が成立したときに経済的有利になるか、そして具体的な適用先・時期についてはどういった考え方 
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なのか(どういった仮説を設定しているのか)、条件を明確にする必要があると考える。また、ライフ 

サイクルコストを踏まえた検討も加えていただければ、より適用先が明確になると考える。そこに何 

らかの課題がある場合はそこを明確にした上で整理し、将来の技術開発につなげるしくみが必要でな 

いか。 

（３）国の施策として妥当であるか、国の関与が必要とされる施策か。 

本施策のような電力・エネルギー関連分野は，長期にわたる研究開発期間と多額の資金を必要とす 

るもので、その事業化を考えても、国として取り組むべき施策であると考える。また、本施策はエネ

ルギー政策上、重要な施策であり、関連する産業・企業が多く、また、海外への事業展開が可能な分

野でもあることから、国が積極的に関与する必要があると考えられる。 

 なお、概ね妥当であると考えるが，一部に国が関与するには、まだ時期尚早の技術があるように感 

じる。  

 

２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性 

（１）現時点において得られた成果は妥当か。 

  一部のプロジェクトはすぐに活用に至らないものもあるが、国内外の情勢変化に対応できるように

開発が行われている。また、いずれの技術分野においても当初設定された計画通り、あるいは、計画

を上回る成果が得られている。 

  なお、震災以降、電力供給システムをめぐる環境は大きく変化し、リスクの捉え方も異なってきて

いる。本案件に置き換えれば、高効率火力発電に対する期待は、従前より大きくなっており、技術開

発については、より加速する必要があると考える。また、一部の技術において、情報不足のため、成

果の妥当性が評価できないものがある。 

（２）技術に関する施策の目的を実現するために技術に関する事業（プロジェクト等）が適切に配置さ

れているか。 

  火力発電技術開発と送配電技術開発が適切に配置されている。火力発電技術に関しては、大容量機

と小中容量機の 2 つの側面から事業が進展しており，既に実施期間が終了している IGCCを含めて、

また、いずれもの分野においても着実に成果が上がっていることから、配置は適切であると考える。 

なお、送配電網の高度化については、さらなる事業の追加等による施策の拡充が期待される。また、

電力供給システムを巡る環境の大きな変化を踏まえた場合、事業配置の見直し評価が期中であっても

良かったのではないか。 

 

３．総合評価 

 東日本大震災によって明らかになった既存の電力供給システムの問題、原子力情勢の変化、国際資源

情勢の変化、地球環境問題の深刻化などを考慮すると、電力供給システムの技術向上を図ることは国の

施策上極めて重要な課題と考えられる。中でも、火力発電、送配電に関わる技術開発は、エネルギーコ

ストの低減、供給安定性の向上、環境性の向上などにつながる上に、日本の優位性を高め、事業の国際

展開を容易にするといった効果も期待できる。本年度の対象事業は、火力発電の高効率化に関わる技術

開発分野を中心に、設定された目的に関して、計画通り、あるいは、計画を上回る成果を上げており、

高く評価できる。 
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なお、事業開始以降に事業目的の前提となる状況に変化が生じた場合は、事業の内容や 

実施方法を適時修正していただきたい。また、計画時点に比較して、本技術に対する社会 

の期待はより大きくなるなど、社会環境の変化が大きい時代である。そういった時代の中で、必要に応

じて研究を加速・減速できる（させる）仕組みが必要であると考える。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

 今後も地球温暖化対策に資する技術（再生可能エネルギーの導入促進、効率改善）を推進していただ 

きたい。 

火力発電技術開発と送配電技術開発については、施策の目的と位置付けは明確に示されており、今後 

も継続的な研究・開発を行っていく必要がある。特に火力発電技術は、1700℃級GTの開発やAHATが、例 

えば石炭ガス化技術IGCCの事業化を推し進める役割を果たすように、様々な個別技術を統合・連携する 

施策が必要である。このためにも国が積極的に関与・支援して、エネルギー対策を推し進めていただき 

たいし、それにより、各企業や大学の研究レベルも向上し、ひいては我が国の技術レベルの底上げが期 

待できる。 

 また、優位性のある国産技術の海外展開に資する最先端の技術開発分野に優先的に取り 組んでい

ただきたい。例えば、本年度の主な対象事業にもなっている高効率発電は、わが国の企業群が、素材の

開発・製造・加工、部品・部材の設計・製造、プラントの設計・施工・運営、メンテナンス、改良など

を一貫体制で実施でき、また、国内での新増設やリプレース需要だけでなく、市場規模がきわめて大き

い海外での事業展開も期待できるだけに、今後も、国が主導して技術開発を推進していただきたい。 

 さらに、日本のビームやレーザを使った最新の評価技術を駆使して、材料開発の成果を 

確かめることができる。評価することが出来れば、そこに進歩する方法が見つかる。基礎的開発はこ

の評価が大きなコストになるが必要となる。 

 機械工学、電気工学、情報工学などの大きな進歩が総合的に組み合わされて大きな進歩になる。 

その分野の専門家ばかりではなく、異分野との交流が思わぬ発展のもとになる。例えば、化学工学が

加われば、電気は貯蔵しにくいので水素やアンモニアとかの化学物質にかえて貯蔵と輸送することが可

能となる。 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 

Ａ．高効率ガスタービン実用化技術開発 

A1. 1700℃級ガスタービン実用化技術開発 

上位施策名 省エネルギーの推進 

担当課 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 

事業の目的・概要 

 電力産業の保守高度化とリプレース需要にあった大容量機の高効率化を目指し、目標コンバインド効

率 56％以上、CO2排出量８％削減（現状同容量機比）を達成するために必要な、1700℃級ガスタービン

の実用化を図る。 

 そのため、1700℃級ガスタービンの実用化に必要な要素技術開発を行い、システムの成立性をシミュ

レーションにより確認する。 

 

予算額等（補助（補助率：2/3））                      （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２０年度 平成２３年度 平成２２年度 平成２５年度 三菱重工業 

H21FY 予算額 H22FY 予算額 H23FY 予算額 総予算額 総執行額 

559,194 615,315 689,110 2,187,619 1,878,273 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

 なし 

 

＜共通指標＞ 

論文数 投稿 発表 
特許等件数
（出願含） 

5 10 42 37 

 

総合評価概要 

  多くの技術的課題を克服して 1700℃級 GT実用化に向けた多くの成果を得ると共に，数多くの技術的

知見を得て、当該分野の発展に大きく寄与したことは高く評価できる。特に本事業の開発成果は、関西

電力姫路第二発電所に設置された世界最高温度レベルである 1600℃級ガスタービンに導入され、技術

的成果、目標の達成度は十分実証されている。  

 なお、成果、目標の達成度について、すべて「達成」と説明されているが、達成に至るまでの 

過程で問題や課題が生じていた場合は、その内容や対処状況なども報告していただきたい。また、 
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高効率化とともに保守合理化によるコスト低減も視野に入れて対応いただくとともに、現在ある、 

1300℃および 1500℃級のガスタービン発電での課題について明確にした上で、その課題に対して、 

どのような技術進歩・改良を行っているか明確する必要があると考える。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

 なし 
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評点結果 

 

評点法による評点結果 

（A1 1700℃級ガスタービン実用化技術開発事業） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.86  3  2  3  3  3  3  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.71  2  3  3  3  3  3  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.43  2  2  3  3  3  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.71  3  3  3  3  3  2  2  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当

性 
2.29  2  2  3  3  2  2  2  

 ６．総合評価 2.57  3  2  3  3  3  2  2  
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 

Ａ．高効率ガスタービン実用化技術開発 

A2. 高湿分空気利用ガスタービン実用化技術開発 

上位施策名 省エネルギーの推進 

担当課 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 

事業の目的・概要 

小中容量機（10万 kW程度）の高効率化（45％→51％）のために有望とされている高湿分空気利用ガ

スタービン（AHAT）の実用化に必要な多段軸流圧縮機、多缶燃焼機器等の開発を行うとともにシステム

の信頼性等の検証を実施する。 

 

予算額等（補助（補助率：2/3））                     （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２０年度 平成２３年度 平成２２年度 平成２５年度 日立製作所等 

H21FY 予算額 H22FY 予算額 H23FY 予算額 総予算額 総執行額 

1,085,495 2,465,865 1,032,121 4,799,481 4,571,171 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

なし 

 

＜共通指標＞ 

論文・ 

解説 

特許 
（公開） 

国際会議 
発表 

国内会議発
表 

18 41 12 10 
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総合評価概要 

高湿分空気を利用してシングルサイクル発電の高効率化を図る実証技術は、全く未知であった分野に

積極的に挑戦して、3MW 級実証試験および 40MW 級試験で着実に成果を上げており、これまでの進捗状

況は高く評価できる。短期間でこれ程まで実証試験が遂行され、高湿分空気の圧縮機，熱交換器、燃焼

器、冷却翼に対する影響が詳細に調査され、貴重な実験データも蓄積された。開発・研究のスピードも

迅速であり、液滴工学や微粒化技術、その関連分野の急速な発展も誘起した。本技術は同規模のコンバ

インド発電と比較して、高い効率が安価で得られることが期待できる。10万 kW程度の小中容量発電の

実用化技術として、今後の成果や実証が望まれる。 

また、本事業が実用化されれば、国内で中小容量機の新増設やリプレースやスマートエネルギーシス

テムの中核発電機などとしての新規導入が期待され、海外でも幅広い国・地域に展開が期待できる有望

技術と考えられる。 

なお、予想される用途、設置条件、経済条件などを勘案すると、国内外で事業展開を図るためには、

報告書で説明された内容に加え、小型化・省スペース化、メンテナンス性の向上、コストなどが課題に

なると思われる。より高い事業成果につなげるため、これらの目的に関する技術開発及び成果について

もご報告いただきたい。 

また、本技術は、現在の延長で考える条件下では、経済的な有利性・効果に疑問が生じる。どういっ

た条件・環境になった場合、本技術開発が有益なのか・経済的なのか、適用できるのか、前提条件を十

分に示した上で、その条件の評価を含めた全体評価を行う必要があると考える。また、研究開始前と現

在との条件の変化も含めた自己評価をいただきたい。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

 なし 
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評点結果 

評点法による評点結果 

（A2 高湿分空気利用ガスタービン実用化技術開発事業） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.86  3  3  3  3  3  2  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.71  2  3  3  3  3  2  3  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.57  2  2  3  3  3  2  3  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.29  3  2  3  3  2  1  2  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当

性 
2.14  2  2  3  3  2  1  2  

 ６．総合評価 2.57  3  2  3  3  3  2  2  
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 

Ｂ．高効率ガスタービン実証事業 

B1. 1700℃級ガスタービン実証事業 

上位施策名 省エネルギーの推進 

担当課 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 

事業の目的・概要 

電力産業の保守高度化とリプレース需要にあった大容量機の高効率化を目指し、目標コンバインド効

率 57％以上を達成するために必要な、1700℃級ガスタービンの実用化を図る。 

 そのため、1700℃級ガスタービンの実用化に必要な要素技術開発と実証機の開発・製作・実証運転を

行う。 

 

予算額等（補助（補助率：2/3））                     （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２４年度 平成３２年度 平成２５年度 － 三菱重工業 

H24FY 予算額 H25FY 予算額 － 総予算額 総執行額 

1,255,048 1,180,585 － 14,050,000 1,009,716 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 
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(2) 目標及び計画の変更の有無 

 なし 

 

＜共通指標＞ 

論文数 投稿 発表 特許 

6 7 15 22 
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総合評価概要 

1600℃級GT（J形）で培った技術をベースとして1700℃級の実証を行う事業であるが、その前半の4 

年間で要素技術開発を行う計画であり、技術的課題を着実に整理・解決しながら開発を行っていく姿勢

は高く評価できる。特に TBC 技術、非定常計測に基づく不安定燃焼の制御技術、特殊計測技術などは世

界に誇れる日本の革新的技術となるだけでなく、この開発過程において解決される技術的課題は、関連

学問分野を大きく牽引することが期待できる。 

 1700℃級ガスタービンの実用化技術開発では、送電端効率56％（HHV）という高い目標を設定してい 

たが、研究開発が順調に進展し、実証事業ではさらに高い効率に目標を設定し直し、挑戦的開発が続い 

ている。各種試験結果が定量的に評価されてきた成果であると考える。 

経済性にも優れ、将来的には石炭や固体バイオマス燃料をガス化することで、例えば IGCC の主機と

しての適用も期待される技術で、事業として早い完成が期待される。 

 また、超高効率ガスタービンに係る技術分野では、日本企業が素材の開発・加工から、部品・部材 

の設計・製造、プラントの設計・施工・運営の各分野で世界をリードしているが、1700℃級ガスタービ 

ンを諸外国に先駆けて実用化できれば、きわめて大きな事業成果につなげることができると考えられ 

る。また、各要素技術の開発が計画通り順調に進んでおり、高く評価できる。 

さらに、高効率ガスタービンは、今後の火力発電効率化の鍵を握る主要技術であるとともに、環境

負荷低減につながる技術でもある。実証事業の加速化も視野に入れて対応いただきたい。 

 なお、送電端効率57％（HHV）という非常に挑戦的な目標を定めているので、実証事業で予期せぬト 

ラブルの発生により、研究・開発速度の遅れを危惧している。実証機の開発と製造およびその実証試験 

で十分なデータを取得するのに、5年間の実施期間で十分であるか疑問がある。 

また、実用化技術開発段階での目標（送電端効率56％）に比べて、1%高い目標設置を可能とした技術 

的根拠を明らかにしていただきたい。 

成果、目標の達成度について、すべて「達成」と説明されているが、達成に至るまでの過程で当初想 

定されていなかった問題点や課題が生じていた場合は、その内容や対処状況なども報告していただきた

い。 

 保守コスト低減に向けた取り組みも必要。実際に運用するにあたっては、取替基準等の評価が課題 

となるため、高温部品の損傷・劣化機構の解明と余寿命評価、保守管理手法等に関する開発も視野に入 

れて対応いただきたい。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

 タービンなどの寿命がメンテナンスコストを決めるので効率ばかり追わないで総合的に捉える必要がある。

オリジナルな技術が１つでも必要である。特許作戦で差を付ける。そして、国際プロジェクト化して日本はリー

ダーとなること。 
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 評点結果 

評点法による評点結果 

（B1 1700℃級ガスタービン実用化技術開発事業） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.71  2  2  3  3  3  3  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.71  2  3  3  3  3  3  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.29  2  2  3  3  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.57  3  3  3  3  2  2  2  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.29  2  2  3  3  2  2  2  

 ６．総合評価 2.29  2  2  3  3  2  2  2  
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 

Ｂ．高効率ガスタービン実証事業 

B2. 高湿分空気利用ガスタービン実証事業 

上位施策名 省エネルギーの推進 

担当課 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 

事業の目的・概要 

 電力産業の短中期的ニーズに対応する中小容量機（10万 kW程度）の高効率化のために、高湿分空気

利用ガスタービン（AHAT）の実用化に必要な多段軸流圧縮機、多缶燃焼器等の開発を行うとともにシス

テムの長期信頼性等の実証等を行う。 

 

予算額等（補助（補助率：2/3））                     （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２４年度 平成３２年度 平成２５年度 － 日立製作所等 

H24FY 予算額 H25FY 予算額 － 総予算額 総執行額 

714,527 1,072,600 － 38,271,127 679,447 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 

 

 (2) 目標及び計画の変更の有無 

 なし 

 

＜共通指標＞ 

論文数 投稿 発表 特許 

6 7 15 22 
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総合評価概要 

現在までに3MW級実証試験および40MW級試験装置を用いてデータの取得と実証試験を行ってきた経緯 

があり、最終的な目標である 10万 kW級の小中容量機の高効率化実証に向けて準備は整っていると考え

る。ただし、実用化に向けて必要となる技術課題は依然として多く残されており、それを H27までの期

間に集中して行い、その後、実証試験に移るという計画も概ね妥当であると考える。 

  本事業の実用化段階では、既設の同容量機と比して10%程度も高い効率の実現が期待できるため、我 

が国における需要は高く、費用対効果も極めて高いと考える。 

また、本事業は将来的に水素燃焼ガスタービンや IGHATへ応用することも検討されており、高い波及

効果を有している。現在までに、国内外から高い評価を得ている国産の技術であり、事業化も期待され

ているので、現在までの開発速度を落とすことなく開発・研究が進展することを期待する。 

 なお、バイオマス起源のガス燃料への適用技術など、ガスタービンの燃料多様化技術は重要である。

バイオガスは一般的に発熱量が低いため、ことに高湿分空気中での燃焼特性は LNGとは大きく異なるこ

とが予想されることから、基礎的燃焼特性の把握など、大学などとの共同研究が望まれる。 

 また、発電規模に対する開発コストを勘案すると、相当の費用圧縮が必要と思われる。 

さらに、本技術については日本オリジナルな技術であるところから、世界から孤立する恐れがある。

世界をリードする意味でプロジェクトの国際化をするべきで、その結果が世界標準となる。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

 なし 
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評点結果 

評点法による評点結果 

（B2 高湿分空気利用ガスタービン実証事業） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.71  2  3  3  3  3  2  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.57  2  3  3  3  3  2  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.29  2  2  3  3  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.57  3  3  3  3  2  1  3  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当

性 
2.14  2  2  3  3  2  1  2  

 ６．総合評価 2.57  2  3  3  3  2  2  3  
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ｃ．先進超々臨界圧発電実用化要素技術開発 

上位施策名 エネルギー源の多様化・エネルギーの高度利用 

担当課 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 

事業の目的・概要 

従来型石炭火力発電の中で最高効率である超々臨界圧火力発電（USC）は、蒸気温度の最高温度は、

630℃程度（送電端熱効率 42～43％）が限界と言われてきた。しかしながら、近年の材料技術の進歩に

より、700℃以上の蒸気温度を達成できる可能性が見えてきたことから、これらの材料を活用した先進

超々臨界圧火力発電（A-USC）の開発を行う。 

A-USCは、蒸気温度 700℃級で 46％、750℃級で 48％の高い送電端効率の達成が可能な技術であり、

2020 年以降増大する経年石炭火力発電のリプレース及び熱効率向上（二酸化炭素排出量低減）需要に

対応するため、早急に技術開発を進める必要がある。 

 

予算額等（補助（補助率：2/3））                     （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 中間評価時期 事業実施主体 

平成２０年度 平成２８年度 平成２２年度 平成２５年度 民間事業者 10社 

H23FY 予算額 H24FY 予算額 H25FY 予算額 総予算額 総執行額 

1,099,942 1,102,598 1,524,469 9,000,000 3,595,042 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

①システム設計、設計技術開発 
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②ボイラ要素技術開発 

 

 

③タービン要素技術開発 

 

 

④高温弁要素技術開発 

 

 

⑤実缶試験・回転試験 
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(2) 目標及び計画の変更の有無 

なし 

＜共通指標＞ 

論文数 
学会誌等 
投稿数 

発表数 特許件数 

10 7 59 1 

 

総合評価概要 

A-USC技術は、我が国の昨今のエネルギー事情を考えると不可欠の技術であり、着実に計画に則った 

成果を挙げていると判断する。蒸気温度を 700℃以上に上昇させることで高温となるボイラ、タービン、

高温弁の材料開発を中心とした試験時間の長い開発・研究を継続的に行っており、現在までに得られた

データは貴重である。特に 3～7 万時間にも及ぶ材料の長期高温試験からは、貴重な成果と知見が得ら

れることと考える。これらの基礎データから 10 万時間の材料特性を外挿によって推定する過程の不確

かさが懸念であったが、試験データを見る限り、現在までは妥当な結果が得られていると評価できる。 

  本事業の波及効果としては、ガスタービンコンバインドサイクルへの導入による高効率化が挙げられ 

十分に大きいと判断できる。 

以上より現時点での中間評価としては十分な成果であり、これを基にした今後の実証機検証を期待し

たい。 

 なお、現在のUSC火力で用いられている高クロム鋼の溶接部で発生している損傷事例も踏まえ、Ni基 

材の経年化に伴うクリープ強度評価や寿命診断技術などにも取り組んでもらいたい。 

 また、 蒸気温度の上昇に伴う高温対策と評価を、ボイラ、タービン、高温弁を中心に行っているが 

実証に向けて他の部材への影響評価を十分に行って頂くとともに、材料評価にとどまらず、例えばター 

ビンの性能や効率，信頼性や運用性に関する評価や検証を期待したい。 

さらに、経済性に優れるとともに長期信頼性を有した材料の開発が必要となる。検証を確実に実施

しながら材料開発をお願いしたい。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

 なし 
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  評点結果 

評点法による評点結果 

（Ｃ 先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発事業） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.57  2  2  3  3  3  3  2  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.57  2  2  3  3  3  3  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.14  2  2  3  2  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.29  2  2  3  3  2  2  2  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当

性 
2.29  2  2  3  3  2  2  2  

 ６．総合評価 2.29  2  2  3  3  2  2  2  
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ｄ．次世代型双方向通信出力制御実証事業 

上位施策名 再生可能エネルギーの安定供給確保 

担当課 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 

事業の目的・概要 

太陽光発電の大量導入に備え、系統状況によって外部からの通信信号に応じて出力をコントロールで

きる太陽光発電用 PCS（Power Conditioning System:直流交流変換装置）を開発するとともに、通信と

組み合わせた実証試験を実施する。 

 

予算額等（補助（補助率：1/2））                     （単位：千円） 

開始年度 終了年度 事前評価時期 中間評価時期 事業実施主体 

平成２３年度 平成２５年度 平成２２年度 平成２５年度 東京大学等 

H23FY 予算額 H24FY 予算額 H25FY 予算額 総予算額 総執行額 

800,000 459,158 108,000 1,367,158 491,329 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 
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(2) 目標及び計画の変更の有無 

なし 

 

 

＜共通指標＞ 

論文数 

6 

 

 

総合評価概要 

4つの要素技術に対して明確な目標を定め，計画に従って着実に成果を挙げており、現在までの経緯 

は高く評価できる。特に、住宅用、事業用 PCSに関しては実環境下に設置したフィールド試験を実施中

であり、良好な成果が得られている。また、蓄電池用 PCSや電圧調整機能付き PCSの開発に関しても、

それぞれ接続試験や工場試験を実施済みであり、実フィールド試験を残すのみとなっている。PCS出力

の制御を行うための種々の双方向通信機器の開発も各種行われており、試験データが蓄積されている。

さらに、サイバーセキュリティ関連機器の開発に関しては、検知システムのフィールド試験を既に実施

している。このように 4つの要素技術各々に関しての進捗状況は概ね良好であると評価する。 

この技術は、明確な目標と実施計画に基づき、企業、大学および電力会社が有機的に協力して展開さ 

れており、その研究・開発体制も適切であり、今後の発展が期待できる。  

更に、本実証事業に留まらず太陽光発電の大量導入に関連する「次世代送配電系統最適制御技術実証」

ならびに「太陽光発電出力予測技術開発実証」とも密に連携が図れている点も評価できる。 

なお、本事業で得られた成果（開発された技術）を社会に適用していくためには、政策が中心となっ

て例えば採用すべき通信方式の決定などを行っていく必要があり、政策当局による、本事業の成果の活

用を期待する。また、実際に事業化するか否かについては、国の政策面での後押しが必要。さらに、こ

のようなシステムではサイバーセキュリティが重要なので、サーバーを守るだけではなく、シス

テム全体のセキュリティを考えてほしい。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

 産官学の様々な実施者によるオープンイノベーションの促進、公的資金による研究の成果は公共財で 

あるとの認識による成果・データに対するオープンアクセスの提供などの実現を期待する。 
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 評点結果 

評点法による評点結果 

（Ｄ 次世代型双方向通信出力制御実証事業） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.29  3  2  2  3  2  3  1  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.43  3  1  3  3  2  3  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.00  3  1  3  2  2  2  1  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.86  2  2  2  3  1  2  1  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当

性 
2.14  2  1  3  3  2  3  1  

 ６．総合評価 2.43  3  2  3  3  2  3  1  
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
E.太陽光発電出力予測技術開発実証事業 

上位施策名 再生可能エネルギーの安定供給確保 

担当課 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 

事業の目的・概要 

太陽光発電大量導入時に必須となる、太陽光発電の出力状況把握や出力予測のための技術開発を行

う。 

 

予算額等（補助（補助率：1/2））                     （単位：千円） 

開始年度 終了年度 事前評価時期 中間評価時期 事業実施主体 

平成２３年度 平成２５年度 平成２２年度 平成２５年度 東京大学等 

H23FY 予算額 H24FY 予算額 H25FY 予算額 総予算額 総執行額 

100,000 90,000 33,000 223,000 137,765 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 
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(2) 目標及び計画の変更の有無 

 なし 

 

 

＜共通指標＞ 

論文数 

18 

 

 

総合評価概要 

将来的な再生可能エネルギーの有効利用に備えて、太陽光発電に不可欠な出力予測技術の開発は重要 

であり、本技術の必要性や有効性は高く評価できる。また、大学や企業に加えて電力 10 社が参加する

実施体制も十分であると考える。 

 太陽光発電の出力の予想精度が向上すると、太陽光発電の供給力への参入がより正確にできるように 

なり、系統容量に対する太陽光発電の導入可能量の拡大、系統全体の効率化などの成果が期待できるこ 

とから、国策として推進されている再生可能エネルギーの導入拡大策の一環として、国が取り組むべき 
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技術開発分野と考えられる。 

 なお、本技術の最終目標である発電出力の予測は、日射量などの気象データから推定されるもので、

長期間にわたる高精度な観察が不可欠であり、3年間という短時間に信頼できる日射量データベースの

構築が可能であるのかがまず疑問である。また、気象モデルから日射量を推定する技術に関しても、特

に新規性は認められず、一つの組織で考案・検討された成果が中心であり、大掛かりな実施体制を必要

とする成果であるとは判断できない。実施者間の連携が有効に機能しているのか疑問が残る。 

当該研究は先行研究が多数存在することが考えられ、それらの成果がどのように利用されているの

か、あるいはこれからどのように利用しようしているのかも不明である。基礎研究が多く、事業化に向

けての道のりはまだ相当長いと考えられる。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

 産官学の様々な実施者によるオープンイノベーションの促進、公的資金による研究の成果は公共財で 

あるとの認識による成果・データに対するオープンアクセスの提供などの実現を期待する。 
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評点結果 

 

 
評点法による評点結果 

（Ｅ 太陽光発電出力予測技術開発実証事業） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.43  3  2  3  2  2  3  2  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 1.86  2  1  2  2  2  3  1  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 1.86  2  1  2  2  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.86  2  2  2  3  1  2  1  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥

当性 
2.00  2  2  3  2  1  3  1  

 ６．総合評価 2.00  2  2  2  2  2  3  1  
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